
市報ぎのわん　2015・8・10　　（18）（19）　　市報ぎのわん　2015・8・10

問合せ：税務課　☎893-4411　内線221～223問合せ：国民健康保険課　　☎８９３-４４１１　内線１５５

平成27年度税制改正について
平成 27年度税制改正に伴い、宜野湾市税条例の改正を行いました。主な改正点は下記のとおりです。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

従来

拡充

■たばこ税の税率について

車種区分 平成27年度 平成28年度～ 車種区分 平成27年度 平成28年度～

車種区分

三　輪

四輪以上
乗　用

貨物用

自家用
営業用
自家用
営業用

7,200 円
5,500 円
4,000 円
3,000 円
3,100 円

10,800 円
6,900 円
5,000 円
3,800 円
3,900 円

12,900 円
8,200 円
6,000 円
4,500 円
4,600 円

自家用
営業用
三　輪

2,700 円
1,800 円
1,000 円

5,400 円
3,500 円
2,000 円

8,100 円
5,200 円
3,000 円

原動機付
自転車

50cc 以下
50cc 超 90cc 以下
90cc 超 125cc 以下
ミニカー

1,000 円
1,200 円
1,600 円
2,500 円

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円

2,400円
4,000円
1,600円
4,700円

3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

軽二輪（125cc 超 250cc 以下）
小型二輪（250cc 超）
小型特殊自動車（農耕作業用）
小型特殊自動車（その他のもの）

　地方たばこ税について、旧３級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止されます。この改正は平成28
年４月１日から実施されますが、激変緩和等の観点から平成31年４月１日まで４段階に分けて経過措置が講じ
られます。

■減免の申請期限について

軽乗用車・三輪 軽貨物車

　市民税、固定資産税および軽自動車税等の減免について、申請期限を「納期限前７日」から「納期限」に改
正しました。

■個人の市民税の寄附金控除に係る申告の特例等
　確定申告を必要とする現在の仕組みに、税法上の特例を創設し、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納
税を行う場合はワンストップで控除が可能になりました（ふるさと納税を受けた市町村から居住する市町村へ
通知する仕組みの導入）。また、ふるさと納税に係る特例控除額の上限を所得割額の１割から２割に引き上げる
ことになりました。

■個人住民税における住宅ローン減税の適用期限の延長

～国民健康保険財政を考えよう～

　所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けて
いる方で、所得税から控除しきれなかった住宅借
入金等特別控除可能額がある方の市・県民税への
適用期限が、平成31年６月30日まで１年半延
長されました。
　さらに平成26年４月以後に居住を開始した方
で特定取得に該当する場合の控除限度額が
136,500円に引き上げられます。
※「特定取得」とは、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費
税等の税率が8％又は10％で住宅を取得することです。

■軽自動車税の税率について
　原動機付自転車および二輪車等の税率を平成28年４月から引き上げます。

　平成28年度は、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）
の規定が設けられます。

　最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、概ね20％の重課税率が適用されます。

居住開始 控除内容

平成12～ 18年、
平成21～ 25年

平成26年1月～
平成31年6月
（特定取得以外）

平成26年1月～
平成31年6月
（特定取得）※

① 所得税の住宅借入金控除可能額のうち所得税
において控除しきれなかった部分。
② 所得税の課税総所得金額等×５％
上記の①、②のうち小さい方が控除額となります。
（最高 97,500 円）

① 所得税の住宅借入金控除可能額のうち所得税
において控除しきれなかった部分。
② 所得税の課税総所得金額等×７％
上記の①、②のうち小さい方が控除額となります。
（最高 136,500 円）

平成27年3月31日までに
登録した車両

平成27年4月1日以後に
登録した車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

区分 電気自動車等 平成32年度燃費基準
＋20％達成車

平成32年度燃費基準
達成車

自家用
営業用

1,300 円
1,000 円

2,500 円
1,900 円

3,800 円
2,900 円

区分 電気自動車等 平成27年度燃費基準
＋35％達成車

平成27年度燃費基準
＋15％達成車

平成27年度税制改正について

国保ご当地キャラクター
けんこうくんとあんしんちゃん

■一般会計繰入金（法定外）

　国民健康保険は、職場などの医療保険に加入していない全ての方が加入する保険
で、病気やケガなど医療にかかる際の負担を少なくし、誰でも健康で生き生きと暮
らす社会を形成しています。
　しかしながら、国民健康保険の財政はとても厳しい運営を余儀なくされており、
制度を維持することが非常に難しくなっています。みんなで国保を考えてみましょう。

○歳出における医療費は被保険者の高齢化、医療
の高度化等により、年々伸び続けています。
○歳入は国の補助金等が大部分を占めています
が、国保税は被保険者数の減に伴い減少傾向です。
○国保税、補助金等でまかなえない部分を一般会
計からの法定外繰入や歳入欠かん補填収入で補う
状況です。

　国民健康保険における様々な課題に対応するた
め、平成27年5月、改正国保法が公布されました。平
成30年度からはこれまで市町村ごとに運営されて
いた国保の運営が県との共同運営になります。県と
市町村の役割については、今後も引き続き協議する
こととされています。

■一人あたりの医療費

■平成27年度国保の予算（145億6,462万3千円）

■被保険者数（年度平均）

平成30年度から県と市町村の共同運営に変わります平成30年度から県と市町村の共同運営に変わります

　市内において、医療費などの還付金の払い戻しに
ついてATMまで案内し、現金を振り込ませようとす
る不審な電話が相次いでいます。不審と感じた場合
は、市役所の担当窓口に直接お問い合わせいただく
か、宜野湾警察署へご相談ください。

還付金詐欺にご注意ください!!還付金詐欺にご注意ください!!

平成26

25

24

23

22

0 2億 4億 6億 8億 10億 12億（円）

平成26

25

24

23

22

220,000 240,000 260,000 280,000（円）

平成26

25

24

23

22

29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000（人）

歳出 歳入

赤字補てん

10億6,839万9千円
一般会計法定外繰入金　4億1,097万2千円

歳入欠かん補填収入　6億5,742万7千円

～国民健康保険財政を考えよう～

医 療 費 は
年々伸び続
けている。

被保険者数
は減少傾向

毎年、多額の繰入
金で国保の収支不
足を補い、平成
26年度には、10
億3千万円余の繰
入額となった。

国保税

国の補助金など医療費など

保健事業・事務費など

国保税

国の補助金など医療費など

保健事業・事務費など


